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津波被災市街地における土地区画整理事業の早期工事着手等に向けた方策について 

 

 

 津波被災地においては、早期復興に向けて土地区画整理事業を促進させるため、合意形成等に努められている

ところであるが、土地区画整理事業の早期工事着手、円滑な事業進捗を図るための方策について、下記のとおり、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に基づく技術的助言として通知する。  

 なお、貴管下関係機関に対しても、この旨周知徹底方お願いする。 

 

記 

 

１ 早期工事着手のための方策 

土地区画整理事業に関する工事については、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）第

９８条第１項の規定により、仮換地指定の後に着手するのが原則である。地方公共団体等施行事業の仮換地指定

については、必要となる土地区画整理審議会の選挙手続を短縮できる措置を講じている（土地区画整理法施行令

（昭和３０年政令第４７号）第４２条の２第１項）ことから、本措置の適切な活用を通じ、仮換地指定の早期化及び工

事着手の迅速化を図られたい。 

また、仮換地指定の前であっても、法第７８条第１項に規定する損失補償を伴う場合を除き、土地区画整理事業

の工事実施に関する地権者の同意（いわゆる起工承諾）を得られた箇所から順次工事を実施することが可能であ

り、本手法を適時・適切に活用することを通じ、工事着手の迅速化を図られたい。 

 

２ 円滑な事業進捗のための所有者不明の土地の柔軟な取扱い 

所有者不明の土地が存在する場合、土地区画整理事業においては、法第１３３条第１項の規定により、換地処

分の際などにおける土地所有者等への通知に当たって、公告をもって書類の送付に代える（いわゆる公示送達）こ

とができることから、公示送達制度の適切な運用等を通じ所有者不明の土地についても換地処分を進める等、土

地区画整理事業の手続の柔軟な進捗を図られたい。 

 なお、法第１３３条第１項の「過失がなくて」の要件を充足するためには、通常は、登記簿、戸籍簿及び住民票の

調査、周辺聞き取り調査等の施行者が一般に行うと想定される調査をすることによってもなお、書類の送付を受け

るべき者の住所等を確知できないことをもって足りると解される。 

各土地区画整理担当部局長殿 



【参考】 

○土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号） 

 （移転補償等に伴う損失補償） 

第七十八条  前条第一項の規定により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したこと  により他人

に損失を与えた場合又は同条第二項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したこと

によりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施行者（施行者が国土交通

大臣である場合においては国。次項、第百一条第一項から第三項まで及び第百四条第十一項において

同じ。）は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。  

（仮換地の指定）  

第九十八条  施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若

しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場

合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の

宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有す

る者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定し

なければならない。 

２～７ 略 

（書類の送付にかわる公告）  

第百三十三条  施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受

けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付

すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付に

かえることができる。 

２・３ 略 

 

○土地区画整理法施行令（昭和三十年政令第四十七号） 

（災害の場合における選挙の特例）  

第四十二条の二  災害の発生により急施を要する土地区画整理事業であつて、法第九十八条第一項 の

規定による仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ、国土交通大臣が適当と認めて

指定したものに係る土地区画整理審議会の委員の選挙に関し第二十条、第二十一条第一項及び第三

項、第二十二条第二項並びに第二十四条第二項の規定を適用する場合には、第二十条及び第二十一

条第三項中「二十日」とあるのは「二週間」と、第二十一条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、第

二十二条第二項中「二十日前」とあるのは「十日前」と、第二十四条第二項中「十日」とあるのは「五日」

とする。  

２  前項の規定による国土交通大臣の指定があつた場合においては、市町村長等は、第十九条の公告を

する前にその旨を公告しなければならない。  
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